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第１節 学校教育の充実  

基本方針 ────────────────────────────── 

 学校教育においては，知（確かな学力），徳（豊かな心），体（健やかな体）のバランス

がとれた教育を目指し，特色ある教育を推進するとともに，地域に開かれた学校づくりを推

進して参ります。また，幼児教育については，幼児の発達や実態に即した教育内容の充実に

努めます。学校施設及び給食施設については，良好な教育環境が維持できるよう整備充実を

図ります。 

 

現況と課題  ──────────────────────────── 

学力については，本市の児童生徒の学力調査における平均得点は，県とほぼ同程度です

が，基礎的・基本的な知識及びその活用に，若干課題があります。そのため，各小・中学校

では，子どもたちに基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ，これらを活用して，課

題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を育成することが求められておりま

す。また，コミュニティ・スクールの実施や学校支援ボランティアの積極的な活用など，開

かれた学校づくりを一層推進するとともに，自然体験活動，道徳教育やキャリア教育などの

充実により，「豊かな心」や「健やかな体」を育成することが必要です。 

幼児教育については，生涯にわたる人間形成の基礎が培われる重要な時期であるため，幼

児期にふさわしい学びや生活の充実が図れるよう，幼稚園教育を推進する必要があります。

一方，学校教育施設は児童生徒が一日の大半を過ごす場であり，地震発生時における児童

生徒の安全確保や，地域住民の緊急避難場所としての役割を果たすことから，耐震化の向上

を早急に図るとともに，効率的な施設整備を推進する必要があります。 

また，すべての児童生徒に安全で安心な給食を提供する中で，給食センターや学校等で食

育を通して，食への正しい理解と望ましい食習慣を身につけるなど，学校給食の充実を図る

必要があります。 

【関連データ】学校数，学級数，児童数及び生徒数［小学校・中学校］ 
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施策の目標 ───────────────────────────── 

■家庭での学習習慣の定着率  現況(Ｈ24)  目標年次 

家庭での学習習慣の定着率 100％を目指す。（平日

小学校５年生 60 分以上，中学２年生 120 分以上）

 小 92.8％ 

中 65.4％ 
（平成23年度）

▼  100% 

■体力テストＡ＋Ｂの割合  現況(Ｈ24)  目標年次 

県体力テストにおいて，指標（Ａ＋Ｂ）の割合 55％

以上を目指す。（小学生は６年生，中学生は３年生。50ｍ走や

20 秒シャトルランなど９種目の体力テストを行い，結果のよい順か

らＡ～Ｅの５段階に評価するもので，評価の高いＡとＢに評価された

児童生徒の全体に占める割合） 

 
小 53.7％ 

中 53.6％ 
（平成22年度）

▼  60% 

■不登校児童生徒の出現率  現況(Ｈ24)  目標年次 

適応指導教室や学校，関係機関の連携により，不登校

児童生徒の割合を小学校で 0.2％，中学校で 2.3 

％以下を目指す。（年間 30 日以上欠席した人数） 

 
3.4% 

（平成23年度）

▼  
小学校 0.2％

中学校 2.3％

■教育施設の耐震化率  現況(Ｈ24)  目標年次 

学校教育施設の安全性を確保するため，小中学校の耐

震化率について，90％以上を目指す。 

 
68% ▼  90％以上 

（平成27年度）

■学校給食での地元食材の使用率 

(食材の総品目数に対する割合) 

 
現況(Ｈ24) 

 
目標年次 

学校給食を「生きた教材」として活用し，「食」とそ

れを支える農業等の理解を深めるため，地元食材の使

用率の向上を目指す。 

 

40% ▼  45% 

※平成 24 年度の現況値を踏まえた上で目標値を見直す場合がある。 

個別施策 ───────────────────────────── 

１．幼児教育の推進《6101》 

①幼児期における教育の重要性を踏まえ，幼稚園の統合化など教育環境や教育内容の充実を図る

とともに，複数年保育等の幼児教育の振興に努めます。 

 
②幼稚園・家庭・地域・小学校が連携し，幼児一人一人に生きる力の基礎を育成し，道徳性の芽

生えを培う就学前教育の充実に努めます。 

③幼稚園が地域における子育て支援のセンター的役割を担えるよう，預かり保育などの充実に努

めます。 

 

２．確かな学力を身に付けさせるための教育の推進《6102》 

①児童生徒に，基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得と活用する力を育みます。 

②自ら課題を見つけ，解決していこうとする児童生徒を育成します。 

③指導力の向上を図るために，積極的に研修に取り組み，分かりやすい授業を展開します。 

④教員の業務改善に努め，子どもと向き合う時間の確保に努めます。 

⑤「家庭学習の手引き」等を活用し，学校と家庭が協力して，児童生徒の望ましい学習習慣の確

立を図ります。 

⑥社会人ＴＴ，理科支援員及び学力向上支援員などの外部人材を積極的に活用し，地域と連携し

て教育力の向上を図ります。 
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３．豊かな心を育む教育の推進《6103》 

①「あいさつ・声かけ運動」などのマナーアップ運動や，親子で参加できる行事を開催します。 

②不登校，不安や悩みを抱える児童生徒に対して，学校や関係諸機関との連携をもとに，再登校

への援助及び不安や悩みの解決に取り組みます。 

③生徒指導体制の充実と関係機関との連携強化を図るため，生徒指導上の諸問題に対応した様々

な支援を行います。 

④幼児・児童生徒，それぞれの発達段階に応じた，基本的生活習慣の定着とマナーアップに向け

た活動を推進し，規範意識の高揚や公共マナーの向上を図ります。 

⑤就学前の早い時期から保護者が相談できるよう，相談機会の拡充に努めます。 

⑥障がいのある園児・児童が幼稚園や小学校で安心して学校生活を送れるよう生活介助員を配置

し，学級生活の支援と教育の充実に努めます。 

４．健やかな体を育む教育の推進《6104》 

①たくましい心と体を持った「小美玉っ子」を育成するため，児童生徒の外遊びや運動，スポー

ツ活動の機会拡大を図ります。 

②生涯を通じ，自らの健康を適切に管理し，改善していく資質や能力・実践力を培うため，健康

教育の資質の向上と指導方法の改善・充実を図ります。 

③望ましい食習慣の形成と食の自己管理能力を育む学校給食の充実を図ります。 

④学校給食において地場産食材や郷土料理を活用し，児童生徒の地域産業や食文化への理解を深

めます。 

５．社会の変化に適切に対応できる教育の推進《6105》 

①学校に整備されているＩＣＴや授業用コンテンツを有効に活用し，「分かりやすい授業」を展

開します。 

②児童生徒の職場見学及び職場体験学習を継続して実施します。 

③キャリア教育の全体計画及び指導計画を作成し，児童生徒が自らの力で生き方を選択していく

ために必要な能力や態度を育成します。 

④外国語指導助手（ＡＬＴ）やＩＣＴを効果的に活用し，国際社会に生きるための資質や能力を

育成します。 

６．開かれた学校づくりの推進《6106》 

①各学校は創意工夫を生かした教育課程を編成し，特色ある教育を推進します。 

②学校の教育活動全般について保護者や地域住民などへの情報公開に努めます。 

 
③すべての学校において学校評議員制度の活用を図るとともに，コミュニティ・スクールや学校

支援ボランティア事業を充実させ，学校と地域の連携をさらに推進し，地域に開かれた学校づ

くりを目指します。 

７．教育施設整備の推進《6107》 

①各教育施設の耐震化を図っていくとともに，子どもたちの快適な教育環境の充実を図るため，

各種施設の充実に努めます。 

②「小中学校規模配置適正化基本方針」に基づき実施計画を策定し，通学区域の再編や学校の統

合（再編）などの具体的な方針を定めるとともに，統合（再編）の対象となる学校跡地や施設

整備の活用についても関係機関とともに調整を図りながら，有効な活用策を検討します。 
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第２節 生涯学習の充実  

基本方針 ────────────────────────────── 

 いつでも，どこでも，だれもが，自分の自由な意思に基づいて，自分に適した手段や方法

によって生涯にわたって学ぶことのできる生涯学習社会の構築を目指し，生涯学習に関する

基本的な方針を定め，市民と行政の連携による生涯学習推進体制 を整備します。 

 また，生涯学習施設の利用促進と利便性，サービス向上を目指し，施設間の連携を強化し

運営内容及び施設の充実を図ります。 

現況と課題  ──────────────────────────── 

社会の成熟化，時間消費型サービスへの需要の増大，時間にゆとりのある高齢者の増加な

どに伴い，ライフスタイルは時代とともに変化し，余暇活動の過ごし方や豊かさに対する価

値観なども次第に変化してきています。このような状況のなか，市民が生涯を通して学び続

けられる環境が強く求められています。 
現在，本市における生涯学習施設で開催する講座などの参加者は高齢者が多く，利用者や

講座内容も固定化の傾向にあります。また，市民の生涯学習へのニーズも多様化するなか

で，市民の自由で自主的・主体的な学習機会の創造や急速に進歩しつづける情報化社会に適

応した生涯学習機会の充実を図る必要があります。 

そして，市民自らが生涯学習の担い手となる「生涯学習のまちづくり」に向けて，全市的

な生涯学習推進体制を構築し，市民と行政が連携して生涯学習活動を推進していく必要があ

ります。 

 また，公民館などの生涯学習施設については，市民が様々な活動を推進するための十分な

機能を備えているとは言えず，施設の整備充実や市民が利用しやすい施設運営を図る必要が

あります。さらに，図書館の運営については，市民ニーズを把握しながら，施設を充実し，

利便性向上を図るとともに多くの市民が本に接する機会を創出する必要があります。 

施策の目標 ───────────────────────────── 

■公民館利用者数  現況(Ｈ24)  目標年次 

講座，講演数の増加及び，サービス向上を図り，年間

利用者数の増加を目指す。 

 87,839 人 
（平成23年度）

▼  100,000 人

■図書館登録者数  現況(Ｈ24)  目標年次 

図書館のサービス向上と図書館利用促進を図り，図書

館利用登録者（累計）の増加を目指す。 

 12,408 人 

（平成23年度）

▼  22,000 人 

※平成 24 年度の現況値を踏まえた上で目標値を見直す場合がある。 
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個別施策 ───────────────────────────── 

１．生涯学習活動の推進《6201》 

①本市の生涯学習における中長期的な指針となる「市生涯学習推進計画」を策定し，計画に基づ

きながら，多様化する市民の学習ニーズに対応した生涯学習プログラムの提供に努めます。 

 
②自主講座など市民主体で行う学習活動を支援します。 

 

２．生涯学習環境の充実《6202》 

①市民の生涯学習活動の場となる各種施設については，施設のあり方も含め，効率的な施設運営

に努めながら，市民の自主的な生涯学習活動を支援するための整備・充実を図ります。 

②多様化する学習ニーズに即した講座・教室などの充実を図ります。 

 

３．人材バンクの活用と指導者の養成《6203》 

 
①生涯学習のための新たな人材発掘及び養成に努めるとともに，市民に広く制度の周知と PR を

行い，生涯学習人材バンクの更なる利用促進を図ります。 

 

４．公民館活動の充実《6204》 

①インターネットによる施設利用や講座などの申し込みシステムの導入を進めます。 

②地域のニーズに対応した学習機会の提供を行います。 

 

５．図書館の充実《6205》 

①市民のニーズに即した図書資料の計画的整備を図るとともに，県立図書館や近隣図書館と連携

し，市民が利用できる図書資料の拡充に努めます。 

②地域の歴史文化を継承する郷土資料や貴重書のデジタル化を進めます。 

③ユニバーサルデザインを取り入れ，誰にでも使いやすい施設の整備充実に努めます。 

④インターネットによる蔵書検索，予約サービスの普及促進を図るとともに，開館時間の拡大な

ど利用者ニーズに応じた施設運営について検討します。 

 
⑤絵本の読み聞かせやお話し会，ブックスタートなど，地域のボランティアと連携した事業を推

進します。 
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第３節 芸術・文化の振興  

基本方針 ────────────────────────────── 

 市民一人ひとりが，豊かでゆとりある文化的な生活を享受できる社会を目指し，誰もが気

軽に真の芸術文化に触れることができ，さらには，市民が主体的に文化活動に参加できる環

境の整備充実を図ります。 

 また，貴重な歴史遺産について的確に調査・保護する体制づくりを推進するとともに，市

民ニーズに対応した史料館の充実に努めます。 

現況と課題  ──────────────────────────── 

 社会経済の変化に伴い，心の豊かさや，人と人とがふれあうゆとりのある生活が求めら

れ，市民の文化や芸術への関心も高まってきています。 

 本市においては，地域の長い歴史の中で生まれ受け継がれてきた芸術・文化の振興を図る

とともに，今日まで守り伝えられてきた貴重な文化財を調査し，適正な保護・保存に努めて

きました。 

 本市の文化活動については，約 60 の団体が加盟する文化協会をはじめ，多くの文化団体

や市民が文化活動に励んでいます。これら団体の発表の場として，小美玉市民文化祭などを

開催し，市民が芸術に親しむ機会として提供しています。また，市内３つの公共ホールにお

いては，ワークショップや参加体験型事業といった誰もが参加できる文化事業の拡充や，創

造・育成事業など特性を生かした事業を展開し，多くの住民に様々な芸術文化に触れる機会

を提供しています。今後は，「小美玉市まるごと文化ホール計画（平成 24 年３月策定）」

に基づき，市民の文化活動の拠点となる３つの公共ホールの活動を中心に，「住民主役（行

政支援）」による事業推進を進め，住民と行政が互いに知恵を絞り汗を流しながら，徹底し

た住民参画による文化活動を今後も展開していく必要があります。そして，表現者，それを

支えるスタッフ，企画者，さらには演劇・音楽・美術・映画など，ありとあらゆるジャンル

への参加参画の受け皿が用意できている長所を生かしながら，「参加のしやすさ」と「習熟

した住民との活動提携」のクオリティを上げ，理想的なまちづくりのスタイルに近づけてい

くことが，これからの課題となっています。 

 また，本市の文化財については，埋蔵文化財，古文書，近代化遺産，仏像などの各種調

査・保護を進めてきましたが，近年の社会情勢の変化に伴い，貴重な歴史遺産が老朽・滅失

する傾向にあり，その更なる調査保護体制の整備が必要となっています。 

 特に，埋蔵文化財は，国道 6 号周辺の開発や茨城空港関連の整備などに伴い，迅速な対

応が求められることとなり，その体制整備を検討するとともに，史料館などの収蔵機能の拡

充や，展示機能を充実する必要があります。 
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施策の目標 ───────────────────────────── 

■文化祭参加団体及び参加者数  現況(Ｈ24)  目標年次 

市民の文化活動の支援を図り，文化祭参加団体及び参

加者数の増加を目指す。 

 7,246 人 
（平成23年度）

▼  7,300 人 

■公共ホールの稼働率（大ホール） 

全国平均：60％（Ｈ22 年度） 

 
現況(Ｈ24) 

 
目標年次 

公共ホールの稼働率の向上を目指す。（稼働率＝稼働

日数/ 利用可能日数） 

 81.1% 
（平成23年度）

▼  72% 

■入館者， 利用者数  現況(Ｈ24)  目標年次 

公共ホールの利用度向上を図り，入館者，利用者数の

増加を目指す。( 対象は実入館数とし，練習室など多

目的利用は除く) 

 
219,568 人

（平成23年度） ▼  
220,000 人

■住民参加参画者数（文化祭を除く）  現況(Ｈ24)  目標年次 

住民の文化活動への参加しやすい仕掛けを作り，住民

参加・住民参画者数の増加を目指す。 

 
― ▼  2,500 人 

※平成 24 年度の現況値を踏まえた上で目標値を見直す場合がある。 
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個別施策 ───────────────────────────── 

１．芸術文化に触れる機会の充実《6301》 

①次代を担う子どもたちや青少年が，優れた芸術文化に触れる機会を提供します。 

 
②妊娠・子育て中の方や高齢者などが気軽に参加できる芸術・文化事業を継続的に実施し，地域

のアーティストやボランティアなどと一体となった活動をさらに充実していきます。 

 
③身近に芸術文化に触れる機会を提供するため，ホールだけでなく市内のあらゆる地域に出向い

て開催する出前公演の充実に努めます。 

④ワークショップや体験教室など，芸術や創作活動に直に触れる機会を増やし，誰もが参加でき

る文化事業の拡充を図ります。 

 

２．芸術文化団体への支援と市民協働の推進《6302》 

 
①市文化協会及び各種文化団体の活動を奨励し支援に努めます。 

 
②市民が参画する実行委員会を中心に，企画から事業にいたるまで市民との協働による事業を推

進します。 

 
③市民の芸術・文化活動をサポートするボランティア組織の支援を行います。 

 

３．施設の活性化《6303》 

 
①「市まるごと文化ホール計画」に基づき，３つの公共ホールが連携し，特性を生かすことで，

地域住民に親しまれる施設運営に努めるとともに，稼働率の向上を図ります。 

 
②市民が積極的に関わる施設運営を目指すための指導・助言や市民リーダーの養成を継続的に取

り組んでいきます。 

 

４．文化財の保護と活用《6304》 

①埋蔵文化財分布調査の未調査地域における調査を実施するとともに，開発などに伴う文化財の

調査・保護体制を整備します。 

②発掘調査報告書の刊行など調査成果の公表に努めます。 

③「市文化財保護条例」及び「市指定文化財補助要綱」に基づき，有形文化財や民俗文化財，及

び記念物などの保護・活用を推進します。 
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５．史料館活動の充実《6305》 

①地域の歴史や文化を次代に継承するため，わかりやすい展示内容の充実に努めるとともに，史

跡めぐりなどの館外活動を積極的に展開します。 

②史跡ガイドマップや副読本などを活用し，子どもからお年寄りまで，市民の郷土への愛着を高

める郷土学習活動の充実を図ります。 

③市内に分散して保存されている発掘調査出土品や図書類などの文化財については，適正な保

存・管理に努めます。 
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第４節 スポーツ・レクリエーションの振興  

基本方針 ────────────────────────────── 

 市民が気軽に，いつでも，どこでも，だれもがスポーツ・レクリエーションに親しみ，楽

しみ，健康でいきいきと暮らせる生涯スポーツ社会の実現を目指します。 

現況と課題  ──────────────────────────── 

近年，人生をより豊かにし，心身両面にわたる健康の保持と増進に資するスポーツは，特

に高齢化の進展や生活利便性の向上による体力の低下が懸念される今日においては，その意

義はますます大きくなりつつあります。特に，生活の利便化や生活様式の変化が，子どもの

日常生活における身体を動かす機会の減少につながり，子どもの体力低下やスポーツ離れが

懸念されています。 

 今日の社会においては，屋外で遊んだり，スポーツに親しむ機会を意識して確保していく

必要があり，特に子どもを取り巻く環境を十分に理解し，積極的に体を動かす機会を作って

いく必要があります。また，「よく食べ，よく動き，よく眠る」（調和の取れた食事，適切

な運動，十分な休養・睡眠）という健康３原則をふまえた基本的な生活習慣を身につけるこ

とも重要であり，そのためには家庭における積極的な関わりが必要不可欠となっています。

国においては，新たに「スポーツ基本法」が施行（平成 23 年 8 月）され，同法に基づ

き，「子どものスポーツ機会の充実」や「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進」，

「住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備」などを掲げた「スポーツ基本計画」

が策定（平成 24 年 3 月）されました。市町村においても，国の方針に従い，スポーツに親

しみ，楽しむ市民の拡大を図り，誰もが生涯にわたり身近で気軽にスポーツに参加できる環

境を整備することが求められています。 

本市の主要なスポーツ施設は，小川運動公園，小川 B&G 海洋センター，希望ヶ丘公園，

玉里運動公園がある他，夜間・休祭日における学校体育施設の開放を行っており，これら身

近な施設において，市民のスポーツ活動が活発に行われています。スポーツ活動の基盤とな

る体育施設については，多様なライフステージに応じたスポーツ環境を整備する必要がある

ことから，地域バランスを考慮した施設の配置・整備を検討するとともに，施設の運営・維

持管理手法なども検討する必要があります。 

また，市民の日常的なスポーツ活動を支援する役割を担う，体育協会やスポーツ少年団な

どの各種団体については，様々な分野でスポーツ指導者を中心に，主体的にスポーツ活動を

行っています。しかし，地域のスポーツを牽引してきた指導者の高齢化に伴い，世代交代が

必要であることから，幅広くスポーツ指導者を養成する仕組みを構築する必要があります。

施策の目標 ───────────────────────────── 

■スポーツ施設利用者数  現況(Ｈ24)  目標年次 

市民が施設を利用しやすい環境を整備することにより

施設利用者数の増加を目指す。 

 
118,400 人 ▼  130,200 人

■スポーツ教室・イベントの参加者数（開催数）  現況(Ｈ24)  目標年次 

市民のライフステージに応じたスポーツ機会を提供す

ることにより参加者の増加を目指す。 

 
11 ▼  13 

■運動やスポーツの実施頻度  現況(Ｈ24)  目標年次 

市民アンケート調査（スポーツ）から市民が週に 1 回

以上運動やスポーツに取り組む実施の頻度を測る指標 

 
36.0% ▼  50.0% 

※平成 24 年度の現況値を踏まえた上で目標値を見直す場合がある。 
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個別施策 ───────────────────────────── 

１．スポーツ活動の場と機会の充実《6401》 

①次代を担う人材の育成，スポーツ好きの子どもを育むため，スポーツに触れ合うきっかけづく

り，スポーツ機会の充実を図ります。 

 
②市民が生涯を通じて気軽にスポーツを楽しむことのできる機会の充実を図るため，スポーツ推

進委員や体育協会などと連携して，各種スポーツ大会や教室などを開催します。 

 
③市民が気軽にスポーツを楽しめる場として，総合型地域スポーツクラブの活動を支援するなど

地域におけるスポーツ環境整備を行います。 

 

２．指導者・スポーツ団体の育成《6402》 

①様々な競技・種目の指導者やスポーツ団体の育成を図るとともに，活動の支援を行います。 

 

３．スポーツ施設の整備・充実《6403》 

①スポーツ施設の整備充実に努めるとともに，施設の適正な維持・管理に努めます。 

②スポーツ施設整備については，社会経済情勢の動向や市民の要望などを踏まえつつ，効率的・

効果的な整備手法を検討します。 

③施設の概要や利用状況などの情報提供や予約システムなどにより，利用の促進を図ります。 
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第５節 青少年の健全育成  

基本方針 ────────────────────────────── 

青少年の健全育成を図るため，学校教育，家庭教育，社会教育の連携強化に努め，地域ぐ

るみの取り組みを進めます。次世代を担う青少年が，夢と希望を持って心豊かにたくましく

成長し，社会参加の促進を図るとともに，地域における子どもの居場所づくりを推進しま

す。 

現況と課題  ──────────────────────────── 

地域における人間関係の希薄化や核家族化などによる家庭のもつ養育力，教育力の低下，

社会における情報化の進展など，青少年を取り巻く社会環境は近年大きく変化しつつあり，

それに伴って新たな課題が次々に生じています。 

国においても，「子ども・若者育成支援推進法（平成 22 年）」に基づく「子ども若者ビ

ジョン」が策定され，市町村は，これらの動向を踏まえながら，青少年の健全育成に取り組

んでいくことが求められています。本市においても各種団体の活動と連携しながら，家庭・

学校・地域が一体的に取り組む地域ぐるみの対策を積極的に推進していく必要があります。

本市における青少年育成団体は，「青少年を育てる小美玉市民の会」や「市青少年相談員

連絡協議会」，「ＰＴＡ連合会」，「子供会連合会」などがあり，地域住民の協力を得なが

ら，主体的に活動しています。「青少年を育てる小美玉市民の会」は市民総ぐるみの運動と

して，地域のパトロールや学校支援活動などを実施しており，「市青少年相談員連絡協議

会」は地域で活動する相談員の資質向上と連絡調整などを実施しています。今後も引き続

き，これらの取り組みを続けながら，地域総ぐるみの見守り体制はもちろんのこと，青少年

の社会参加を促進することにより，地域への貢献や社会の一員であることの自覚を育ててい

く必要があります。 

また，最近では，インターネットや携帯電話の普及により，多種多様な情報が簡単に入手

できるようになりましたが，一方で，青少年が有害情報にさらされ，トラブルや高額請

求の被害，犯罪に巻き込まれる危険も増大しています。国においても，青少年インターネ

ット環境整備法（平成 21 年）の整備など，その対策に取り組んでいますが，フィルタリン

グソフトなどの利用を促進するなど，悪質な情報を排除し，犯罪等に引き込まれるのを未然

に防ぐことが重要です。 

 一方，子どもたちを取り巻く生活環境は，時代とともに変化しており，少子化や遊具の変

化などにより集団で遊ぶ経験，戸外で遊ぶ経験が少なくなっています。また，不審者による

犯罪や交通事故の多発など地域環境は悪化しており，子どもたちの安全で安心な居場所づく

りが求められています。今後は，学校や公共施設を活用した子どもの居場所づくりを図って

行く必要があります。 
 

 

 



 

132 

個別施策 ───────────────────────────── 

１．青少年健全育成地域体制の強化《6501》 

 
①「青少年を育てる小美玉市民の会」や「市青少年相談員連絡協議会」，ＰＴＡ，子ども会など，

青少年育成団体・グループのボランティア活動を支援し，各組織が連携し，地域ぐるみで一体

的に取り組む青少年の健全育成を図る体制づくりに努めます。 

 
②学校・地域・家庭が相互に連絡を取り合い情報を共有する仕組みを充実させ，連携・協力体制

の強化に努めます。 

 

２．家庭・地域の環境づくり《6502》 

①「青少年を育てる小美玉市民の会」の活動を支援し，家庭・地域社会の様々な場や機会を通じ

て青少年健全育成の環境づくりに努めます。 

 
②「家庭教育学級」を通じて，家庭教育の重要性を再認識し，家庭における教育のあり方を保護

者が考える機会を創出します。 

③青少年にとって有害な環境を作り出さないよう，地域環境の浄化に努めます。 

 

３．相談体制の整備充実《6503》 

①地域における補導・保護活動において，適切な助言・支援ができるよう，関係機関との連携・

強化に努めます。 

②青少年が日常的に抱えるトラブルや悩み事などについて，いつでも気軽に相談できるよう，学

校・地域における相談体制の充実に努めます。 

③インターネットによる様々な犯罪から青少年を守るため，有害サイトや出会い系サイトによる

被害者・加害者にならないよう，きめ細かな啓発活動を推進します。 

 

４．社会参加の促進《6504》 

①地域への貢献や社会の一員であることの自覚を促すため，地域コミュニティ活動やボランティ

ア活動など，青少年の社会参加を促進します。 

②青少年の健全育成団体・グループへの参加を促し，指導者やリーダーの養成に努めます。 

 

５．放課後子ども教室の推進《6505》 

①すべての児童を対象とした「放課後子ども教室推進事業」の実施に努めます。実施にあたって

は，地域ボランティアの協力体制を確立するとともに，既存のコミュニティ活動と連携した市

独自の子育て環境を目指します。 

②「放課後児童健全育成事業」（学童クラブ）と「放課後子ども教室推進事業」を連携・統合し，

放課後子どもプランの実施に努めます。 

 


